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令和７年度中国総合通信局庁舎保安警
備業務等委託

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年4月1日
太平ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社広島支店
広島県広島市中区大手町4-5-2

2011101012138
庁舎保安警備業務等の履行が可能な者を広く公募したところ、契約者の
み応募があったため。
会計法第29条の3第4項

ー 9,636,000 ー ー ー ー ー

建物賃貸借
（電気通信設備設置）

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年4月1日
電気通信設備等の設置場所の安全を確保する
ため、契約の相手方の商号又は名称及び住
所は、非公表とする。

ー
電気通信設備を機能させるに唯一最適な場所であるため。
会計法第29条の3第4項

ー 2,886,921 ー ー ー ー ー

建物賃貸借
（電気通信設備設置）

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年4月1日
電気通信設備等の設置場所の安全を確保する
ため、契約の相手方の商号又は名称及び住
所は、非公表とする。

ー
電気通信設備を機能させるに唯一最適な場所であるため。
会計法第29条の3第4項

ー 1,942,700 ー ー ー ー ー

伸展型八木アンテナ搭載超小型衛星に
よる広大な海域を網羅する海底地殻変
動観測データ収集プラットフォームの
構築に関する研究開発

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年8月1日
独立行政法人国立高等専門学校機構
米子工業高等専門学校
鳥取県米子市彦名町4448

8010105000820

本件は、持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業におい
て、外部専門家及び外部有識者で構成される評価委員会における評価結
果に基づき、国が委託すべきものとして選定された研究開発について、
その実施体制機関と随意契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項

ー 8,261,500 ー ー ー ー ー

伸展型八木アンテナ搭載超小型衛星に
よる広大な海域を網羅する海底地殻変
動観測データ収集プラットフォームの
構築に関する研究開発

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年8月1日
国立大学法人東海国立大学機構
愛知県名古屋市千種区不老町1

3180005006071

本件は、持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業におい
て、外部専門家及び外部有識者で構成される評価委員会における評価結
果に基づき、国が委託すべきものとして選定された研究開発について、
その実施体制機関と随意契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項

ー 2,678,000 ー ー ー ー ー

周波数共用型干渉回避チャネル移行技
術を有するBody Area Networkとマル
チホップ通信による海上高速無線通信
ネットワークを組み合わせたデジタル
インフラに関する研究開発

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年8月1日
公立大学法人広島市立大学
広島県広島市安佐南区大塚東3-4-1

7240005003513

本件は、持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業におい
て、外部専門家及び外部有識者で構成される評価委員会における評価結
果に基づき、国が委託すべきものとして選定された研究開発について、
その実施体制機関と随意契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項

ー 5,986,500 ー ー ー ー ー

周波数共用型干渉回避チャネル移行技
術を有するBody Area Networkとマル
チホップ通信による海上高速無線通信
ネットワークを組み合わせたデジタル
インフラに関する研究開発

支出負担行為担当官
梅村　研
中国総合通信局長
広島市中区東白島町19-36

令和7年8月1日
公立大学法人大阪
大阪府大阪市城東区森之宮1-6-85　3階

5120005020803

本件は、持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業におい
て、外部専門家及び外部有識者で構成される評価委員会における評価結
果に基づき、国が委託すべきものとして選定された研究開発について、
その実施体制機関と随意契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項

ー 3,029,000 ー ー ー ー ー
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